
267. 農業用取水施設
「タツロウJについて

1.位置

善光寺川は、蒲生郡竜王町と野洲町の境の鏡山山系

に源を発し、北上しながら竜王町横関付近で日野川本

流に合流する日野JIIの支流である。

タツロウはこの河川の中流域、竜王町七里の河川敷

および右岸堤防下にある農業用取水施設である。厳密

に言うならば、大字七里と薬師の境近くに位置する。

現地踏査において確認できるものは、善光寺川河川敷

の取水用のコンクリート製竪樋とその延長ょにあると

考えられる右岸堤防下を抜けた埋樋出水口施設および

その延長上にある指 1m足らずの水路である。

2.現況

(1) 竪槌







濯j既面積 340反

水路名称 本井

水源 善光寺川

取水口又は水源の位置

蒲生郡鏡山村薬師

とあり、さらに個別の調書には、

善光寺川系本井

取入口構造及び大きさ

善光寺川川i床ニ埋樋ヲ装置シテ底水ヲ

引用ス。放出口ハ石材内法 1尺 3寸、

6寸

取入水量 渇水 2.258秒立法尺(大正9年 5月31

日)

とあり、タツロウについての記述はない。ただ、善光

寺川における他の用水の取水方法を問書に見ると、隣

接した庵口水や善光寺川!と同様の天井川である祖父川

では、底水を集水暗渠によって引用する取水形態であ

るとされている。

『水利使用届出書』は、昭和39年 (1964)に現在の

河川法が制定された時、従前から利用されていた水利

を届け出ることによって、慣行水利権として位置づけ

られたものである。その昭和43年 (1968) 3月23日付

の文書の事業沿革欄によると、鏑矢は織田豊臣時代と

言われているが詳かではなく、昭和41年 (1966) 3月

に「立樋J(竪樋)および「底樋J(埋樋)を改修して

現在に至ると記されている。

また取水口量には、通常は自然取水であるが、渇水

期には上流500m、Ip高8mにわたって掘割(素堀)を行

うものとされ、工作物及び土地の占用として、取水立

樋は、鉄筋コンクリート0.6x 0.8 x 3. 5m、取水樋は300

mm、コンクリート管L-50mとあり、現在のタツロウ

の状況が記されている。

5.聞き取り

地元、鵜川、七里での聞き取りによると、昔の善光

寺川の河底は堤防近くまであり、タツロウはJlI底のさ

らに下に埋まっていたという。 iJ11上り」と呼んでいた

河底の竣諜は、今のリッチランド付近(上流約500m)

まで行ったようで、タツロウ付近は、水が浸透しない

ように粘土腐を埋めていたようである。

実際に現地確認を行ったところ、タツロウから下流

の河床は、マサ土のほぼ均一な粗砂で構成されており、

河床を流れる水は認められなかった。しかし、タツロ

ウ付近は、粘土質の基盤の上に円燥がアーマリング(水

洗)された状態になっており流水も認められた。

6.小結

大字川上と信濃の閑で、日野}IIにある用水井堪を石

材、コンクリートで作ることを確認した大正15年

(1926) 3月9日付けの覚え書き②があることから、こ

のタツロウと称する竪樋と樋管からなる埋樋が設置さ

れたのは、堤前裏に設けられた出水口の止壁銘文にあ

るように、昭和 4年(1929)のことと見て間違いなさ

そうである。

その後、昭和41年 (1966) 3月に現在のコンクリー

ト製の「立樋J(竪樋)に改修されたようである。

ここから流れ出た水は、林の中の用水路を抜け、田

用水の最上流端にある析に至る。ここには日野川農業

水利事業によって供給されている用水も流入している

が、この林の中の用水路底には、タツロウを通って流

れ出たマサ土が堆積していた。

かつてのタツロウの形態がいかなるものであったか

はわからないが、遅くとも正保4年 (1647)には七里、

鵜川の取水井が善光寺川にあり、大正9年 (1920)に

は石材で作られた埋樋ができていたようである。昭和 } 

4年 (1929)には、これがコンクリート製の埋樋にな

り、昭和43年(1968)に、現在のタツロウと呼ばれる

笠樋と埋樋に改修されたことがわかってきた。

その出水口の規模は、大正9年(1920)の石材が l

尺3寸x6す、コンクリート製が直径30cmであること

から、材料が変わってもほぼ同じ断面が用いられてき

ている。

善光寺川という天井川では、取水地点から上流の川

波いを行い、取水地点で水を溜め、タツロウからこれ

を取り込んだと考えられる。このタツロウは、周辺の

ため池にある竪樋の構造を転用したもので、水位に応

じて流入口(穴)の選択を行ったようである。なお、

タツロウの名称はこの竪樋から派生したものと考えら

れる。

善光寺川河床の竪樋と埋樋出水口の設置方向が合致

していないことから、この両者をつなぐ暗渠施設がど

のように伸びているのかが定かでない。また、測量諦

査を行った竪樋もあくまで状況であったため、地下構

造やその規模が明らかになっていない。今後、これら

の部分について現地調査を行い、県内の類例について

の調査等もあわせて進める必要がある。

(用田政晴・小笠原俊明)
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